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おしらせおしらせ

国民健康保険税（国保税）のおしらせ
◆令和５年度より、税制改正により軽減判定基準額が変更になりました
○所得が低い世帯に対する軽減
世帯主と国保被保険者の年間所得の合計が軽減判定所得を下回る世帯については、均等割と
平等割を下記の割合で軽減します。ただし、前年の所得が未申告の場合は軽減されないので、
収入が無い場合でも必ず申告してください。

・５割軽減の軽減判定基準額が 28 万５千円から 29 万円に引き上げられました。
・２割軽減の軽減判定基準額が 52 万から 53 万円５千円に引き上げられました。
（＊１）給与所得者等の数とは、一定の給与所得者（給与収入 55万円超）と公的年金等に係る
所得を有する者（公的年金等の収入額 60万円を超える 65歳未満の者、または公的年金等の収
入が 125万円（15万円の特別控除を含む）を超える 65歳以上の者）をいいます。
（＊２）被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険
者に移行した方を含みます。
○ 65 歳以上の公的年金受給者の方は年金所得から 15万円を控除した所得金額で軽減判定を行
います。

○軽減判定のための年間所得の合計に、擬制世帯主（国民健康保険の被保険者ではない世帯主）
の所得は含まれますが、被保険者の人数に擬制世帯主は含まれません。

◆国民健康保険税率
保険税率は、県が佐川町に配分した「国保事業費納付金」の算定に用いる所得（所得割）・被保

険者数（均等割）・世帯数（平等割）の割合から算出された標準保険税率をもとに決定しています。

◆令和５年度の国保税率（後期高齢者支援金分の賦課限度額が引き上げになりました。）

• 後期高齢者支援金分の計算における賦課限度額が、20 万円から 22 万円に引き上げられました。
•医療給付費分と後期高齢者支援金分は全被保険者に、介護給付金分は 40歳から 64歳の方に課
税されます。
･医療給付費分と介護納付金分については賦課限度額に変更はありません。

◆未就学の均等割額軽減（令和４年度から適用）
国民健康保険に加入する未就学児（６歳に達して以降最初の３月 31日を迎えていない被保険者）

の均等割額が５割減額されます。また、法定軽減（７・５・２割軽減）が適用される世帯に属する
未就学児については、当該軽減後の均等割額を更に５割軽減することになります。
＊令和５年度分については平成 29年４月２日以降に生まれた方が対象となります。

◆納税義務者
世帯主が納税義務者になります。
国保税は世帯を一つの単位としているため、家族の中に国保の加入者（被保険者）がいれば
世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、納税義務者は世帯主になります。
そのため、納税通知書は世帯主に送付します。

◆国保税の納付方法

普通徴収 納期年８回（７月～翌年２月）　納付書または口座振替により納付
特別徴収 納期年６回（年金支給月）　　納税通知書記載の年金からの天引きにより給付

※特別徴収の対象となる方
　下記の条件にすべてあてはまる方は、世帯主の年金からの天引きで納めていただきます。
　１．世帯主が国保に加入しており、世帯の国保加入者が全員 65歳から 74歳である場合。
　２．特別徴収の対象となる年金の年額が 18万円以上で、介護保険料と国保税の合計額が
　年金額の１/２を超えない方。
　３．介護保険料が佐川町の特別徴収対象者である場合。
※今年度から新たに特別徴収となる方
７月・８月・９月は納付書または口座振替で納付していただき、10月から年金天引きとなり
ます。
※ただし、特別徴収の該当世帯であっても、申し出により口座振替へ納付方法を変更できます。
　・申し出は随時受付しますが、申し出時期により、特別徴収の中止時期が異なります。
　・納付状況等により、口座振替への変更が認められない場合があります。
　・特別徴収による納付額は、住民税・所得税の申告の際、本人以外の社会保険料控除には適
用できません。（口座振替の場合は、実際に国保税を負担している方の社会保険料控除に適
用されます。）

◆コロナ減免について
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がる世帯などに対して国民健康保

険税の免除または減額を実施しておりましたが、令和５年５月８日より第５類感染症に位置
付けられた事を踏まえて令和４年度相当分までで減免を終了いたします。

令和５年度国保税の納税通知書は、７月中旬に送付します。

　　　　　　　　　　問　税務課（国保住民税係）　電話　22-7704

区分 軽減判定所得
７割軽減 43万円＋10万円×（給与所得者等の数(＊１)−１）※変更なし

５割軽減 43万円＋29万円×（被保険者数(＊２)）＋10万円×（給与所得者等の数−１）

２割軽減 43万円＋53万５千円×（被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数−１）

区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

①所得割 （被保険者の前年所得
− 43万円）×税率 7.30% 2.50% 2.20%

②均等割 被保険者１人につき 30,100 円 10,500 円 11,600 円

③平等割 １世帯につき 20,800 円 7,200 円 5,500 円

賦課限度額 上記①～③の合計
年間上限額 65万円 22 万円 17 万円
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～　水道メーターの定期交換について　～

～　漏水調査・修繕工事にご協力ください　～

水道メーターは使用期限が法律で定められているため、定期的に交換しています。佐川町が委託
した水道工事業者が交換作業を行いますので、ご協力をお願いします。
　
　○お客様に費用負担はありません。

【注意事項】
・作業のため、敷地内に立ち入ります。
・メーターボックスの上に物を置かないでください。
・犬を飼っている方は、メーターボックスから遠くにつないでください。
・車が駐車している場合は、移動していただくことがあります。
・２０分程度の断水となります。
・立ち会いは不要ですが、お留守でも交換させていただきます。

【交換後の注意点】
交換作業は注意して行いますが、空気が入ることや多少の濁りが発生する場合があります。作業

後、水を使用する前に、浄水器等が付いていない蛇口を開けて水道管内の空気や濁り水を流してか
ら使用してください。

※メーターを交換した場合は「メーター交換について」のお知らせを配布していますので、内容
をご覧ください。

問　建設課　水道係　電話　22-7713

佐川町全体を区分けして、定期的に水道管の漏水を調査しています。調査会社の社員や水道係の
職員が道路上で作業を行ったり、宅地内のメーターボックス付近の調査を行っています。
漏水箇所を発見した場合は、すぐに修繕工事を行いますが水道管の破損状況等によっては断水に

なる場合があります。

安心・安全な水道水を常時お届けすることができるよう、住民の皆さまのご理解とご協力をお願
いします。

問　建設課　水道係　電話　22-7713

田村カルディオクリニック

広告

狩猟免許試験及び初心者講習会のご案内
県では、鳥獣被害対策の担い手となる狩猟者の確保育成を目的として、以下のとおり狩猟免許試
験及び初心者講習会が開催されます。イノシシ被害などでお困りの方は、この機会にぜひ狩猟免許
を取得してみませんか？

■初心者講習会の日程

１・講習は午前 9時 30分より午後 5時まで（受付は 9時から）
２・受講料　10,000 円（※例題集・テキスト代含む）
３・当日は筆記用具を持参してください。
マスクの着用は任意となっておりますが、各自のご判断でご用意ください。
　　※各試験日 10日前までに佐川中央猟友会事務局へ必着するよう申請してください。

■狩猟免許試験の日程

１・試験申請手数料　5,200 円（一部免除者は 3,900 円）
２・当日は筆記用具を持参してください。
　　マスクの着用は任意となっておりますが、各自のご判断でご用意ください。
※各試験日の10日前までに高知県猟友会または高知県鳥獣対策課へ必着するよう申請してください。

■申込方法
初心者講習会及び狩猟免許試験に申込みを希望される場合は、下記までお問い合わせください。
※佐川町には初心者講習会費用（10,000 円）の全額、診断書料の一部を補助する制度がありま
すので、補助制度の詳細については、佐川町役場産業振興課へお問い合わせ下さい。
　また、予算に限りがありますので、お早めにご連絡ください。

問　高知県鳥獣対策課　電話088-823-9042
　　高知県猟友会　　　電話088-856-6641

佐川中央猟友会事務局　電話0889-22-1891
佐川町産業振興課　　　電話0889-22-7708

日時 会場 免許の種類 申込先
8月20日（日）午前9時 高知県立

ふくし交流プラザ
わな猟
第一種銃猟・第二種銃猟

佐川中央猟友会事務局令和6年1月実施予定
9月下旬ごろ日程発表

高知県立
ふくし交流プラザ

わな猟
第一種銃猟・第二種銃猟

日時 会場 免許の種類 申込先
8月26日（土）午前10時 高知県立

ふくし交流プラザ
わな猟

高知県猟友会または
高知県鳥獣対策課

8月27日（日）午前10時 第一種銃猟・第二種銃猟
令和6年1月実施予定
9月下旬ごろ日程発表 高知県立

ふくし交流プラザ

わな猟・網猟

令和6年1月実施予定
9月下旬ごろ日程発表 第一種銃猟・第二種銃猟

広告

おしらせおしらせ
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水稲共同防除に関するご協力のお願い

～マイナンバーカード休日窓口を開設します～

共同防除は，農家の方々と防除所、普及センタ−、役場、ＪＡ等の協力のもとに行われているも
のです。液剤散布の方法により、安全な農薬をより効果のあがる一斉防除で行い減農薬化や、環境
の保全につなげる大切な作業です。当日は朝早くからの騒音や関係車輌の往来、微量の農薬霧の飛
沫等で御近所の皆様には何かとご迷惑をおかけするかと存じます。また、農薬散布に際しましては
十分注意をして実施しますが、念のため車輌、洗濯物、ペット等は建物内に格納下さいますようお
願いします。
日中の作業の場合、液剤が風により飛散し消毒ができないため無風で上昇気流の少ない夜間～早

朝の作業となりますので、皆様のご理解とご協力を頂きますようお願いいたします。

平日に役場へお越しいただけない方のために…マイナンバーカード休日窓口を開設！
カードの申請、受け取りなどができる休日窓口です。
混雑緩和のため完全予約制とさせていただいております。
事前に町民課（22-7707）までご予約ください。

●予約電話受付時間　平日８時 30分～ 12時・13時から 17時 15分
●休日窓口開設日時　令和５年７月22 日（土）・23日（日）
　　　　　　　　　　令和５年８月５日（土）・26日（土）・27日（日）
　　　　　　　　　　全て午前中のみ（午前９時から 12時まで）

※平日の時間外（17時 15分以降）も受け取れます。予約の際にご相談ください。
★マイナポイント申請受付中！！９月末まで！
　（R５．２．２８までにマイナンバーカードの申請された方のみ対象）
　

　問　町民課（戸籍係）電話　22-7707

問高知県農業共済組合中部支所　電話088-856-7111

防除日程表 ( 予定 )

※天候等の都合により変更になる場合があります。

防除地区 1回目 2回目 防除方法
平野 6/19（月） 7/10（月） 無人ヘリ
原島 7/31（月） 9/2（土） 〃
加茂 7/30（日） 8/28（月） 〃
永野北 7/23（日） 8/20（日） スパウダー
永野南 7/24（月） 8/21（月） 〃
東組 7/25（火） 8/22（火） 無人ヘリ
鳥の巣 7/27（木） 8/29（火） 〃
西組 7/27（木） 8/29（火） 〃
西山 7/25（火） 8/22（火） 〃
室原 7/26（水） 8/27（日） 〃

猫の飼い方・マナーを考えてみましょう
今一度、猫の習性や飼い方のマナーを考えてみてください。
飼い主がマナーを守ることを心がけることで、地域全体が住みよい生活環境になります。

猫は室内で飼いましょう
猫を外に出すと他人の敷地などにフンをするなど、近隣住民とのトラブルになるケースが多く見
受けられます。猫を飼う際は「室内飼い」に務めましょう。また、猫は犬と異なり、鑑札や注射済
票といった所有者を明示するものがありません。迷子や怪我をして保護される場合もありますので、
首輪などに名札の装着もお願いします。繁殖を望まない場合は、飼えない猫を増やさないために必
ず不妊去勢手術をしましょう。

猫を捨てることは犯罪です
猫を捨てることは動物愛護法に触れる犯罪です（遺棄した場合１年以下の懲役または百万円以下
の罰金）。一度飼い始めたら、飼い主として責任と愛情を持って飼育しましょう。また飼育するこ
とが困難な場合は、新しい飼い主を探しましょう。

無責任なエサやりはやめましょう
「かわいそうだから」といって、安易に飼い主のいない猫にエサを与えている人がいらっしゃい
ます。この場合、周辺の生活環境に悪影響を及ぼすなど、トラブルの原因になることがありますの
で、無責任にエサを与えることはやめてください。

問　町民課　生活環境係　電話　22-7706

広告

佐川町スポーツ推進委員より 1名が令和 4年度スポーツ推進委員
功労者表彰を授与されました。
この表彰は長年各地域において、スポーツ振興に顕著な功績を挙
げた方の栄誉をたたえることを目的として設けられており、四国地
区スポーツ推進委員協議会より送られる表彰となっております。
日頃より佐川町のスポーツ推進へご貢献いただき誠にありがとう
ございます。
・四国地区スポーツ推進委員協議会会長表彰横畠由起

問　佐川町教育委員会　社会教育係　電話　22-1110

令和 4 年度スポーツ推進委員功労者表彰　表彰状授与

おしらせおしらせ
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おしらせ

令和 5 年度 自衛官等採用案内

問 総務課総務係　電話22-7700
　または自衛隊高知地方協力本部須崎地域事務所電話 0889-42-7186 パンフレット等もございます。

募集種目 資格 受付期間 試験期日 合格発表

一般曹候補生

一
般
的
な
自
衛
官

18 歳以上 33歳
未満の者
(32 歳の者は採用
予定月の末日現在
33歳に達してい
ない者 )

７月１日(土)
～９月５日(火)

１次：９月17日(日)
２次：10月14日(土)・15日(日)の内１日

１次：10月５日(木)
最終：11月24日(金)

９月６日(水)
～11月30日(木)

１次：12月９日(土)
２次：令和６年１月７日(日)

１次：12月22日(金)
最終：令和６年１月29日(月)

自衛官候補生

年間を通して受付を
行っています。
(定員になり次第受付
を終了致します)

９月23日(土)～25日(月)内１日
11月３日(金)
12月10日(日)
令和６年１月７日(日)
令和６年１月27日(土)
令和６年２月23日(金)
※上記試験前にwebにて学科試験を実施

後日、改めてお知らせしま
す。
（合格発表日）

防衛大
学校学生

一般

18歳以上 21歳未満
の者
（高卒者 ( 見込含 ) 又は
高専３年次修了者 ( 見
込含 )）

７月１日(土)
～10月18日(水)

１次：10月28日(土)
２次：11月28日(火)～12月２日(土)の内１日

１次：11月17日(金)
最終：12月28日(木)

推薦
９月５日(火)

～９月８日(金)

９月16日(土)・17日(日) 10月27日(金)

総合
選抜

１次：９月16日(土)
２次：10月21日(土)・22日(日)

１次：10月10日(火)
最終11月17日(金)

防衛医科大学校
医学科学生

７月１日(土)
～10月11日(水)

１次：10月21日(土)
２次：12月13日(水)～15日(金)の内１日

１次：11月30日(木)
最終：令和６年１月30日(火)

防衛医科大学校
看護学科学生

７月１日(土)
～10月４日(水)

１次：10月14日(土)
２次：11月25日(土)・26日(日)の内１日

１次：11月10日(金)
最終：令和６年２月２日(金)

航空学生
※海空自衛隊の
パイロットを養成

海：18歳以上23歳未満の
者（高卒者(見込含)又は高
専３年次修了者(見込含)）
空：18歳以上21歳未満の
者(高卒者(見込含)又は高
専３年次修了者(見込含))

７月１日(土)
～９月７日(木)

１次：９月18日(月)
２次：10月14日(土)～19日(木)の内１日
３次：(海)11月17日(金)～12月13日(水)
　　(空)11月11日(土)～12月14日(木)

１次：10月６日(金)
２次：(海)11月８日(水)
(空)11月２日(木)
最終：令和６年１月16日(火)

《　佐川町文化推進協議会　サークル紹介　》
佐川町文化推進協議会は、佐川町内で活動する文化サークルで構成された協議会です。サークル
数は全部で 25サークル。今月号より、各サークルの紹介をしていきます。興味のある方、見学ま
たは入会希望の方は、お気軽に佐川町教育委員会までご連絡ください。

○活動内容…古文書の解読や研究

○活動場所/日時…佐川町総合文化センター２階東講座室
　　　　　　　　　　毎月第３水曜日（月１回）

○会費・月謝…佐川町文化推進協議会登録料700 円
　　　　　　　　（バス代、本のコピー代、等は自費）

○代表者より…一緒に研究しませんか？興味のある方は、ぜひご参加ください！

○活動内容…油絵の練習をしながら、制作に励み、県展などに応募しています。

○活動場所/日時…佐川町西組　塚谷公民館　　
　　　　　　　　　　毎週木曜日（19：00～ 21：00）

○会費・月謝…2,000 円

○代表者より…自由気ままに描いて楽しんでいます。

佐 川 古 文 書 研 究 会

春 日 美 術 会

   問佐川町教育委員会　社会教育係　電話　22-1110

おしらせ

○活動内容…佐川町文化祭、佐川町社会福祉協議会で出展
　　　　　　　年に３回「木星」喫茶店に作品を展示

○活動場所/日時…佐川町「かわせみ」　
　　　　　　　　　　毎月１回（９：３０～１１：３０）
　　　　　　　　　　
○会費・月謝…佐川町身体障害者協議会に入会（年１，０００円）
月謝無料、道具材料実費

○代表者より…おしゃべりしながら楽しみませんか？指先を使うので、
体にもいいですよ。

和 紙 ち ぎ り 絵 教 室

さかわぐるぐるバスのお知らせ
さかわぐるぐるバスの運転手さんと
意見交換会を行いました！

６月３日（土）に、さかわぐるぐるバスの運
転手さん、各運行事業者の代表が集まり、意見
交換会を行いました。本格運行開始から６年目
を迎え、お客さんのことをよく理解してくだ
さっている運転手さんから、運行上の課題や利
便性向上につながる貴重な意見を聞くことがで
きました。今回の会で出た意見を元に、日々の
運行やダイヤ改正などに反映し、よりよい運行
につなげていきたいと思います。

問　まちづくり推進課（企画政策係）電話　22-7740
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令和５年度仁淀川流域交流会議流域活性化補助金のご案内

「子どもたちと川へ！親子で遊ぶ仁淀川」

仁淀川流域交流会議では、仁淀川流域の地場産業育成・観光振興・清流保全を推進し、個性的で
魅力あふれる仁淀川の地域づくりを推進するため、下記の事業を実施する団体等に補助金を交付し
ます。

○補助対象事業
（１）仁淀川流域の観光振興を図るためのイベ

ント、アピール活動
（２）仁淀川流域の伝統文化を守り、更に発展

させるための取り組み
（３）仁淀川の清流保全を推進するための美化・

啓発活動

○補助率及び金額
補助対象経費の 1/2 以内で、補助限度額は１事
業あたり 500,000 円

○補助対象団体
（１）政治活動、宗教活動若しくは営利活動を

行うことを目的とする団体以外の団体
（２）法人格を有しない団体においては下記の

要件を具備する団体
・定款または寄付行為に相当する規約等が
あること

・団体の年間事業計画および収支予算が定
められていること

・団体として事業の実施についての決定手
続きが明確になっていること

問　仁淀川流域交流会議事務局　土佐市企画財政課内　電話088-852-7609

仁淀川の自然への理解を深め、環境保全の大切さを親子で体感していただけるイベントを開催し
ます、ぜひ参加ください。

◇参加者　小学生とその保護者　
◇参加費　無料
◇日　時　令和 5年７月 23 日（日）　午前 10

時から午後 3時 30分　小雨決行
【台風、洪水時は中止・コロナ感染症の状況に
より中止する場合があります】
◇集合場所・会場　越知町宮の前公園
◇内容
・川流れ体験　午前 10：00、午後 1：00　
（各回 12名まで、小学 4年生以上　事前の申
し込みが必要です）

・川の生き物しらべ　午前 11：00、午後 2：00　　　　　　　　　　　　　　　
（各回 12名まで、小学 1年生以上　事前の申し
込みが必要です）
・親子鮎放流体験　参加自由　午後 3：00から
・パネルクイズラリー　参加自由　随時

◇川流れ体験・川の生きものしらべ　申し込み先
仁淀川漁業協同組合のホームページからグー

グルフォームでお申し込み、またはホームペー
ジから申し込み用紙をダウンロードしてＦＡＸ
またはメールで送信ください（応募者多数の場
合は抽選）
ホームページ：https://www.niyodogawa-
gyokyo.com/
メール：niyodogawayaruzo@gmail.com
ＦＡＸ：088（893）2338

◇締　切　7月 10日（月）

問　仁淀川漁業協同組合
　　781-2110　高知県吾川郡いの町 4055 番地 5
　　電話088（893）2300

高吾北広域町村事務組合  職員募集
◎職種・人数 行政職　：１名
 介護職等：３名
◎待　遇 組合条例による
◎採用日 令和６年４月１日
◎受験資格
行政職：昭和 63年４月２日以降に生まれた方
介護職等：昭和 49年４月２日以降に生まれた方

◎受付期間
　令和５年７月３日（月）　～　８月 10日（木）
◎１次試験日時
　令和５年９月 17日（日）午前９時
◎その他　詳しくは、組合事務局又は役場で試

験実施要領と受験申込書を受け取り
確認してください。

（組合HPでのダウンロードもできます。
　　http://www.kogohoku.ochi.kochi.jp/）

◎申込み
問　〒 781− 1301　高知県高岡郡越知町越知甲 2129 番地７　高吾北広域町村事務組合事務局　
　　電話0889(26)2121（サンプラザ越知店道路向かい）

おしらせおしらせ

放課後児童支援員（代替職員）

　小学校の放課後、児童に主体的な遊びや生活習慣が身につくよう、成長を手助け
するお仕事です。

放課後児童支援員が病気等で休暇を取得し、児童クラブや子ども教室に代替職員の必要が生じた
場合に、登録している代替職員の方に勤務をお願いします。

【勤務時間】 ①通常開設日／ 14:00 ～ 18:00 の間で必要な時間
 ②一日開設日／　9:00 ～ 18:00
　　　　　　　　　もしくは　8:00 ～ 17:00 のうち必要な時間
【賃　　金】 時給 949 円
【資　　格】 不問
【申込方法】 履歴書（市販の履歴書で可）に必要事項を記入の上、教育委員会事務局へ提出して

ください。　

提出先・問　〒 789-1201　高知県高岡郡佐川町甲 356-2
佐川町教育委員会　学校教育係
電話　0889-22-1110/FAX　0889-22-0070/E-mailsk10010@town.sakawa.lg.jp

急募！

地震等の突発的な災害に備え、家族間での連絡手段や連絡が取れない場合に集
まる場所（避難場所など）や、災害時に避難を支援してくれる人の連絡先・連絡
方法について、日ごろから確認しておきましょう。

災害時の連絡手段を確保しよう！


